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（４）維持管理情報の整備・蓄積
港湾施設の適切な維持管理・更新を行うためには、

施設に関する正確な情報を継続的に収集・蓄積するこ

とが重要です。国土交通省では、施設の点検・診断や

補修・改良工事といった維持管理業務における省力化・

効率化に資することを目的として、現在、港湾施設の

維持管理データベースの改良を行っています。本デー

タベースには港湾管理者等から報告された維持管理に

関する情報等が登録され、港湾管理者や民間事業者等

もその情報にアクセスできるようになります（図－7）。

本データベースは、平成27年度末に試行運用を行

い、平成28年度当初から本格運用を予定しています。

５．港湾施設の安全性の確保について
港湾施設の老朽化対策については、これまで重点的

な取り組みを推進してきたところです。しかしながら、

施設の劣化状況を踏まえた適切な維持管理がなされ

ていない場合も見受けられ、近年その可能性が疑われ

る事故が多発している状況です（図－８）。幸いにも人

命等に被害が及ぶ事故は発生していませんが、重大事

故に繋がりかねない事案もあるこ

とから、早急に今後の施設の維持

管理に関する対応方針（補修、利

用制限等）を検討し、予防保全計

画に位置付けることとしました。

また、劣化が著しく進行し、危険

な状況になっている施設について

は、今後老朽化による事故が発生

しないよう、危険回避の観点から

早急に利用制限等の検討を行うよ

う港湾管理者に依頼をしています。

港湾施設の点検や補修を計画的に行うためにも、ま

ずはその基となる維持管理計画の策定や同計画に基

づく点検が重要と考えており、今後港湾施設の安全な

利用環境の確保を推進して行くこととしています。

６．おわりに
今回、港湾施設の戦略的維持管理と連携・支援体制

の強化の取り組み等についてご紹介させていただきま

した。国民の命と暮らしを守るためには、港湾施設が

将来にわたりその機能を発揮できるよう、予防保全的

な維持管理の考え方を踏まえつつ、ハード・ソフト両

面から計画的、総合的に老朽化対策を推進していく必

要があります。

そのためには国土交通省のみならず、港湾管理者、

民間企業等が一丸となり、連携して取り組んでいく

必要があります。維持管理・更新に関する取り組みや、

連携・支援体制の強化に向けた取り組み等が着実に進

められるよう、引き続き検討を行って参ります。

図-7　維持管理データベースの改良イメージ

図-8　劣化・損傷による事故事例
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1. はじめに
東日本大震災では、地震による耐震強化岸壁の損

傷は軽微であったものの、津波により港内外に大量の

ガレキやコンテナ等が流出し航路を塞ぎ、船舶が入港

できない状況となった（写真1）。海上からの緊急物資・

燃料等を速やかに輸送するため、迅速に航路啓開を

行う必要があったものの、油やガレキが大量に浮遊・

散乱し視界が悪かったことから、これらの障害物の除

国土交通省　港湾局　海岸・防災課　災害対策室

災害時における海上輸送航路の確保
－瀬戸内海における緊急確保航路の指定等に向けて－

去作業は困難かつ危険を極めた。さらに、障害物を損

傷しないよう潜水士が沈下物にワイヤーを一本ずつ玉

掛けして引き上げる必要があったことなどの理由によ

り、啓開作業には非常に多くの時間を要した。この結

果、仙台塩釜港では、コンテナや自動車等が大量に流

出したため、最も早くから啓開作業に着手したにもか

かわらず、緊急物資船をはじめとする船舶が入港可能

となるまでに津波発生から約1週間を要した（写真2）。

2. 緊急確保航路制度の創設
国土交通省港湾局では、東日本大震災における航

路啓開の教訓を踏まえ、平成25年度に港湾法を改正

し、非常災害時に船舶の交通を緊急に確保する必要

のある一般水域において、国土交通大臣が平時の行

為規制や災害発生後の応急公用負担による航路啓開

を行える「緊急確保航路」制度を設け、同年に港湾法

施行令を改正し、東京湾、伊勢湾、大阪湾において

当該航路を指定した。また、緊急確保航路制度の創

設にあわせ、開発保全航路（東京湾中央航路及び中山

水道航路）において国土交通大臣に応急公用負担権

限を付与し、湾口から港湾区域まで一気通貫で迅速

に航路啓開を行えるようにした（図1）。

応急公用負担権限が国土交通大臣に付与された区

域では、非常災害時に国土交通大臣が障害物の撤去

を行うにあたり、潜水士の作業に危険を伴う等のや

むを得ない場合、玉掛けによらずグラブ船等による

コンテナ等の撤去により、迅速に航路啓開を行うこ

とが可能となる（写真3、4）。

特  集

写真１　コンテナ流出による航路閉塞（八戸港）

写真２　自動車の撤去作業（仙台塩釜港）
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3. 南海トラフ地震における具体的   
     な応急対策活動に関する計画
　平成25年12月に「南海トラフ地震に係る地震防災

対策の推進に関する特別措置法」が施行されたことを

受け、中央防災会議は、平成26年3月に同法に基づ

く「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」を決定し

た。基本計画では「国は、南海トラフ巨大地震を想定し、

これに対処するための災害応急対策活動に当たる部

隊の活動規模、緊急輸送ルート、防災拠点等を具体的

に定める計画をあらかじめ作成し、これに基づき、国

と地方公共団体等が一体的に的確な災害応急対策を

実施するものとする。」とされており、これを受け、「南

海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する

計画」（以下、「具体計画」という。）が平成27年3月に中

央防災会議幹事会において決定された。

　具体計画は、中央防災会議で検討された被害想定

に基づき、国が実施する災害応急対策に係る緊急輸送

ルート、救助・消火活動等、医療活動、物資調達、燃

料供給及び防災拠点に関する内容を具体的に定めた

ものである（図2）。港湾については、防災拠点の一つ

として、人員、物資、燃料、資機材等を海上輸送する

ための「海上輸送拠点」に指定され、全国で75港（非被

災道県17港、被災府県58港）が指定されている。こ

れら海上輸送拠点については、具体計画において「国

土交通省は、･･･輸送ニーズや港湾の被災状況を踏ま

え、･･･海上輸送拠点の中から優先的に航路啓開を行

う拠点を選定」し、「国土交通省地方整備局、海上保安

庁及び港湾管理者は、･･･海上輸送拠点へアクセスす

る航路の障害物の確認、除去及び水路の測量を早期

に行う」とされている。

4. 瀬戸内海における
　 緊急確保航路の指定等
　瀬戸内海は、西日本の基幹的な海上物流網を担って

おり、東京湾と同等の船舶が航行している（浦賀水道 

: 510隻/日、明石海峡 : 542隻/日、備讃瀬戸 : 515

図１　三大湾の緊急確保航路

写真３　玉掛けによるコンテナの撤去

写真４　グラブ船によるコンテナの撤去
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隻/日、来島海峡 : 405隻/日、関門海峡 : 394隻/日

（海上保安庁「H26年度通行船舶実態調査」より））（写

真5）。また、瀬戸内海には災害時における燃料の輸送・

供給の拠点となる石油コンビナートが水島港や徳山下

松港等に多数立地している（写真6）。一方で、瀬戸内

海は高い閉鎖性により漂流物が滞留しやすく、南海ト

ラフ地震の発生時には、津波による大量の漂流物によ

り海上からの緊急物資や燃料等の輸送に支障を来す

恐れがある。

　具体計画では、瀬戸内海（大阪湾含む）の港湾28港

が海上輸送拠点として指定されており、これら海上輸

送拠点への緊急物資や燃料等の海上輸送の実効性を

高める必要がある。このため、航路啓開の迅速化を図

るべく、国土交通省港湾局では、瀬戸内海における緊

急確保航路の指定及び関連する開発保全航路におけ

る応急公用負担権限の付与について制度要求を行っ

ている。

5. おわりに
　切迫する南海トラフ地震では、太平洋沿岸だけでな

く瀬戸内海沿岸まで、非常に広域での津波被害が想定

されている。国土交通省港湾局では、具体計画の実効

性を高めるため、東京湾、伊勢湾、大阪湾に加え、瀬

戸内海における緊急確保航路の指定等を要求してい

るが、迅速に航路啓開を行うためには緊急確保航路の

指定等だけでなく、航路啓開ための協力団体の確保や

技術の習熟も重要である。このため、地方整備局にお

いて作業船を保有する関係団体等との災害協定の締

結を推進するとともに、災害協定締結団体に航路啓開

訓練へ参加いただき、より一層の航路啓開体制の強化

を図っていく必要がある。

写真５　瀬戸内海における航行状況（関門航路）

写真６　瀬戸内海に面した石油コンビナート（水島港）

図２　具体計画の概要
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国土交通省　近畿地方整備局　和歌山港湾事務所

和歌山下津港 北港 地区
エネルギー港 湾整備事業
－防波堤（南）ハイブリッドケーソン製作・築造工事について－

和歌山下津港北港地区位置図

和歌山下津港北港地区全景

北港地区防波堤（南）

防波堤（南）完成予想図

　1.  はじめに
和歌山下津港は、和歌山市･海南市･有田市にまたが

る港湾として、鉄鋼業、油精製業など多数の企業が臨

海部に立地し、これらの企業の原材料や製品の物流の

拠点になっています。和歌山下津港のうち一番北に位

置する北港地区では、公共埠頭岸壁(-10m)と関西電

力㈱が建設予定のLNG火力発電所の燃料を搬入する

専用施設の静穏度を確保するため、企業合理化促進

法に基づく関係工事として、平成12年度から防波堤

の整備を進めています。

本稿では、「和歌山下津港北港地区エネルギー港湾

整備事業」のうち防波堤(南)のハイブリッドケーソン

の製作・築造工事の概要について紹介します。

　2.  防波堤の構造
防波堤の構造形式は周辺海域環境や経済性等を考

慮し、3タイプの構造形式を採用しています。

防波堤の基部側約290mについては、地元から海

水交換の要望があることから、防波堤としては我が

国初となる透過機能がある「根入式鋼板セル」構造と

し、最基部から約40m及び中間部から先端部にか

けての約670mは、地盤沈下に対する安定性がよ

く、施工実績がある「スリットケーソン」の鉄筋コン

クリート構造及びハイブリッド構造により整備を進

めています。
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　３．ハイブリッドケーソン製作の概要
 ① ハイブリッドケーソン諸元（１函当り）

② 施工方法の検討 

一般的にハイブリッドケーソンは、鋼殻を製作し

た後に各層毎に鉄筋、コンクリートを積み上げてい

くという工程で施工を進めますが、防波堤(南)の位

置する和歌山下津港周辺には、ケーソンの鋼部分で

ハイブリッドケーソン概要図

ハイブリッドケーソン製作の流れ

ある鋼殻を製作することのできる工場がないため、

鋼殻のみを工場で製作し、鉄筋組立、コンクリート

打設は、和歌山下津港北港地区のケーソン製作ヤー

ドで行う方法を採用しました。

鋼殻材料検査

③ 鋼殻製作
平成27年度に完成予定のハイブリッドケーソンに

ついては、愛媛県西条市の住友重機械プロセス機器

(株) 愛媛製造所 西条工場で鋼殻製作を行いました。

パネル製作（部材溶接） 鋼殻ブロック組立
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④ 鋼殻海上運搬、ケーソン製作
 完成した鋼殻は台船に積込み和歌山下津港北港地

区まで回航した後、事前に函台整備したケーソン製

鋼殻大組立 鋼殻大組立 鋼殻完成

作ヤードに据付け、鉄筋組立、コンクリート打設を

行い、ハイブリッドケーソンを完成させます。

 敷砂均し

函台整備

鋼殻積出（工場:愛媛県東予港） 鋼殻運搬（工場～製作ヤード）　 鋼殻据付（製作ヤード : 和歌山下津港）

路盤紙・ルーフィング設置

1ロット鉄筋組立
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鉄筋組立 コンクリート打設（4ロット） ハイブリッドケーソン完成

標準断面図（ハイブリッドケーソン式防波堤）

　４.  防波堤（南）築造工事の概要
① 整備状況 

現在、防波堤（南）の整備は、計画延長1,000mの

うち、半分の500mが完成しており、ハイブリッド

ケーソンは７函の据付が完了しています。今年度は、

９月末に製作が完了したハイブリッドケーソン３函

を年度末までに据え付ける予定としています。

平成27年度築造工事区域
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② 築造工事の流れ
　既設のハイブリッドケーソンの先端部には、巻止めとして被覆ブ

ロックと根固ブロックが設置してあり、これを起重機船で撤去・仮

置を行うことからスタートします。右図のフローに従い、ガット船

で基礎捨石投入して本均し、荒均しを行いますが、本防波堤は外洋

に面し、潮流の影響を受けやすいこと、水深約25mでの施工を伴

うことなどから荒均しについては潜水士による施工よりも安全性の

高い水中バックホウにて均し作業を行います。ケーソン据付は、大

型起重機船(3,700t吊級)にて、捨石マウンド上に精度良く水平に

着底させ、均等に注水を行うことで偏荷重による不等沈下を防止す

るよう施工します。中詰材には、比重の重い銅水砕スラグをガット

船で投入し、水中部は潜水士、気中部はバックホウで均し作業を行

います。蓋コンクリート打設は、ミキサー船により水中部は不分離

性コンクリート、気中部は普通コンクリートを打設します。最後に、

ハイブリッドケーソンの先端部に根固ブロックと被覆ブロックを巻

止めとして設置し、一連の施工が完了します。

本事業にあたり、御指導、御協力をいただきまし

た関係者の皆様には紙面をお借りして厚くお礼申し

上げますとともに、引き続き御支援の程をよろしく

お願い致します。

捨石投入 捨石荒均し（水中バックホウ）  ハイブリッドケーソン地切

ハイブリッドケーソン据付 中詰投入（銅水砕スラグ） 蓋コンクリート打設

　５.  おわりに
 本事業は、関西電力(株)の電源開発計画に合わせ

て事業を進めており、和歌山発電所の１号系列の運転

開始予定が平成37年度以降とされていることから、

完成目標を平成36年度として整備を推進しています。

※築造状況は、平成20年度和歌山下津港北港地区防波堤（南）築造工事の写真掲載




